
 
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 
 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 8 条に基づき、次のとおり一般事業

主行動計画を策定する。 
 

1. 計画期間：    2018 年 1 月 1 日 ～ 2022 年 12 月 31 日 
 

2. 目  標：    管理職に占める女性割合を 20％以上にする 
 

3. 取組内容： 
  
 

＜取組 1＞ キャリア意識の醸成を推進し、女性社員の前向きな意識改革及び行動改

革を促す 
2018 年 1 月～  ・ロールモデルとなる人材の交流会を実施し、女性職員の意

識向上を図るとともに、ネットワークを強化する 
 
＜取組 2＞  育児のための時間を取得しやすい環境をつくる 

2018 年 4 月～   ・結婚、妊娠、出産、育児及び介護等の事由により、女性職

員が会社を退職することなく継続して就労することを定

着させるとともに、男性職員についても育児参加等育児休

業制度等の社内通知を促進し、仕事と育児の両立を支援す

る体制を整える。 
 

 
 
 

≪女性の活躍に関する情報公表≫  2017 年 12 月 31 日現在 
男女の平均継続勤務年数の差異  1.4 年   
男女の平均継続勤務年数     男性 9.7 年    女性 8.4 年 
 


